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　上　月　智　晴　
（児童学科）

「幼稚園教育要領解説」「幼保連携型認定こども園教育・
保育要領解説」「保育所保育指針解説」の比較検討

－用語「保育」の使用に着目して－

　幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説、保育所保育指針解説につい
て、用語「保育」の使用という観点から比較検討を行った。告示幼稚園教育要領では「保育」の使
用はほとんどないが、幼稚園教育要領解説では、生活的、指導的ニュアンスをもつ「保育」の使用や、
保育の営みに関連する複合語の使用が見られた。幼稚園教育要領解説・保育所保育指針解説で「保
育」の使用に整合性があった部分について、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説のみ別表
記が見られた。用語「保育」の使用に関して、３つの解説書での整合性が求められる。

キーワード： 幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説、保育所保育指針
解説、保育、整合性、

１．研究の目的
（1）問題の所在
　「保育」という言葉は、明治、わが国初の官
立幼稚園である東京女子師範学校附属幼稚園
の規則（1877）で初めて使用されてから、そ
の後、「幼稚園保育及び設備規定」（1899）、「幼
稚園令」（1926）「学校教育法」（1947）と、今
日まで幼児教育の方法を言い表す言葉として、
継承されてきている。戦後、「学校教育法」の
制定時、第 77 条幼稚園の目的の条文作成に携
わった坂元彦太郎によれば、「保育」は「保護
育成」「保護教育」の略で、「成人が手を加え
世話するとともに、子どもたちの中にあるも
のをみちびきだすことばとして適当」「保護と
育成の調和が特に必要」として条文の中に用
いたとされる 1。
　「保育」という言葉は保育所においても使用
されている。戦前の「託児所」は、戦後「児童
福祉法」（1947）に位置づき、「保育所」と名称
を改め、「日々保護者の委託を受けて、その乳

児又は幼児を保育すること」を目的とする児童
福祉施設となった。「保育所保育指針」では「保
育」を「養護及び教育を一体的に行うこと」で
あると記される。幼稚園と保育所は、制度こそ
異なるが、共に「保育」を行う施設として、乳
幼児の発達を保障する役割を果たしてきたと言
える。
　しかしながら、今、この「保育」概念が混乱
している。「幼稚園と保育所の機能や特長をあ
わせ持つ施設」2 と説明される幼保連携型認定
こども園の誕生によって、「保育」の捉え方が
わかりにくくなっている。幼保連携型認定こど
も園の法的根拠法である「就学前の子どもに関
する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律」では、幼保連携型認定こども園とは、「義
務教育及びその後の教育の基礎を培うものとし
ての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保
育を必要とする子どもに対する保育を一体的に
行い、これらの子どもの健やかな成長が図られ
るよう適当な環境を与えて、その心身の発達を
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言葉の使い分けをせざるを得ないところがある
と思われる。
　では、これらの解説書については「保育」を
どのように扱っているであろうか。「教育要領」
は、告示文書においては「保育」という用語を
ほとんど使用していないが、「幼稚園教育要領
解説（以下「教育要領解説」）」では「保育」と
いう言葉を所々で使用している。その使用数は
分厚い解説書であることを考えると決して多い
とは言えないが、おそらく告示文書では伝えき
れない、「保育」という言葉でしか表すことの
できない幼児教育の特性・特質を伝えるために、
ここぞというところで使用されているものと考
える。「教育要領解説」がどのような意味を込
めて「保育」という言葉を使用しているのかを
考察したい。
　また、今回の改訂・改定は、各解説書につい
ても当然整合性を図って文章化されているもの
と思われるが、「教育要領解説」で「保育」と
いう言葉を使って解説されている部分は、「幼
保連携型教育・保育要領解説（以下「教育・保
育要領解説」）」「保育所保育指針解説（以下「保
育指針解説」）」ではどのように表記がなされて
いるのか。それを検討することは、今後の告示
文書の「保育」の整合性を目指すうえで重要だ
と考える。
　2017 改訂（改定）「教育要領」「保育指針」「教
育・保育要領」の比較検討を行った先行研究は、
全般的な分析を行ったもの（天野，2017 9、小山，
201710）や、特に「教育課程と全体的計画」に
焦点を当てたもの（中田・高岡・矢野・加奥，
2019）11、「基本的事項の位置づけ」に着目した
もの（清水，2021）12 が見られるが、解説書にみ
る「保育」の使用に着目した研究は見られない。
　そこで、本研究では、「教育要領解説」にお
ける用語「保育」の使用の特徴を分析するとと
もに、「教育・保育要領解説」「保育指針解説」
との比較検討を行うことを目的とする。

２．研究の方法
（1）「教育要領解説」の分析
　「幼稚園教育要領解説」（文部科学省 2018 年

助長するとともに、保護者に対する子育ての支
援を行うことを目的」とする施設であり、幼保
連携型認定こども園で行う「教育」とは、「教
育基本法」第 6 条第 1 項に規定する法律に定め
る学校において行われる教育で、「保育」とは、

「児童福祉法」第 6 条の 3 第 7 項に規定する保
育と記される。
　「学校において行われる教育」とは何を指す
のであろうか。戦後、幼稚園が学校教育施設の
中に位置づいたとき、先述の通り幼稚園の教育
については「学校教育法」の条文で、「幼児を
教育し」ではなく、「幼児を保育し」とこだわ
りをもって謳われた３。この表記は現在も生き
続けているのである。なぜゆえに「学校におい
て行われる教育」を幼保連携型認定こども園は
取り入れるのか理解できない。また「児童福祉
法第 6 条の 3 第 7 項に規定する保育」とは「一
時預かり事業」を説明する条文の中で出てくる
定義である。この「教育」と「保育」の定義、
差別化は、これまでのわが国における就学前教
育施設の歴史の中で深められてきた幼児教育の
考え方を混乱させるものである。この点につい
ては先行研究でも「保育の瓦解」「保育概念の
複雑化」等、多くの指摘がなされている（山内，
2014 4、長谷，2015 5、松川，2015 6、坂﨑，2016 7、
天野，2017 8）。

（2）研究課題
　2017 年 3 月、「幼稚園教育要領（以下「教育
要領」）」「保育所保育指針（以下「保育指針」）」「幼
保連携型認定こども園教育・保育要領（以下「教
育・保育要領」）」が改訂・改定された。この同
時改訂・改定は、「教育要領」「教育・保育要領」「保
育指針」間での整合性が図られたところに特徴
があると言われているが、「保育」という用語
の使用に関しては整合性が図られていない。「保
育指針」には「保育」という言葉は多数使用さ
れているが、「教育要領」にはほとんどなく（「保
育所」という記載が１箇所あり）、「教育・保育
要領」では「教育及び保育」という教育と保育
の並列表記が繰り返し使用される。おそらく根
拠法の違いや、告示文書であるという性格から



発 達 教 育 学 部 紀 要

― 233 ―

刷発行・フレーベル館）では、どのような記述
となっているのか、比較検討を行う。比較検討
の範囲は、各解説書で同様のテーマ、文章構造
で解説されているところとする。

３．結果と分析
（1）「教育要領解説」における「保育」の使用
1）「保育」の使用数
　［表 1-1］は、「教育要領解説」各章・各節の「保
育」の使用数を示したものである。トータルで
67 件の使用が見られた。
　「章」単位で見た場合、最も使用が多いのは
第 1 章「総説」の 45 件（67％）、次いで第 2 章

「ねらい及び内容」で 20 件（30％）、第 3 章「教
育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活
動などの留意事項」では 2 件（3％）のみであっ
た。序章には「保育」の使用が見られなかった。
　「節」単位で見た場合は、第 2 章の第 3 節「環
境構成と保育の展開」15 件（22%）、第 1 章第
3 節「教育課程の役割と編成等」及び、同章第
4 節「指導計画の作成と幼児理解に基づいた評
価」の各 14 件（21%）で、この３つの節が特
に「保育」の使用が多い。一方、第 1 章第 5 節

「特別な配慮を必要とする幼児への指導」、同章

3 月 23 日初版第 1 刷発行・フレーベル館）を
基に分析を行う。解説文の中で使用される用語

「保育」を抽出し、「保育」がどのような場所で
使用され、どのような意味合いをもって用いら
れているのか、その用例の特徴から分析を行う。
　なお、この場合の「保育」とは、「保」と「育」
の漢字 2 文字の熟語で構成される「保育」だけ
ではなく、「保育室」や「保育参加」、「ティー
ム保育」等、他の文字や用語と合成された複合
語も分析の対象とする。
　対象範囲は、本文である「序章」「第 1 章総説」

「第 2 章ねらい及び内容」「第 3 章教育課程に係
る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留
意事項」で、目次や解説本の文中や巻末に掲載
されている法令資料は対象外とした。

（2） 「教育要領解説」と「教育・保育要領解説」
「保育指針解説」の比較検討

　「教育要領解説」の中で用語「保育」を用い
て解説がなされている箇所について、「幼保連
携型認定こども園教育・保育要領解説」（内閣府・
文部科学省・厚生労働省 2018 年 3 月 29 日初版
第 1 刷発行・フレーベル館）、「保育所保育指針
解説」（厚生労働省・2018 年 3 月 23 日初版第 1

 

表 1-1　『幼稚園教育要領解説』の「保育」使用数
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つ目に「保育の営みに関連する用語」である。
以下、どのような場所でそれらの用語が使用さ
れているのか、その特徴を見ていく。

2）-1-1 施設や場所に関連する用語
・「保育所」
　「保育所」の使用数は 8 件と複合語 13 種類の
中では最も多いが、登場する節は３つのみで、
その中でも特に第 1 章第 3 節「教育課程の役割
と編成等」に 5 件と集中している。その他、第
6 節「幼稚園運営上の留意事項」で 2 件、第 3
章「２子育ての支援」で 1 件使用されている。
各幼稚園が教育課程を編成する際に、保育所な
どの地域資源の実態を考慮することや、幼児教
育の成果を小学校につなげたり、地域の子育て
支援を実施したりするにあたって、幼稚園が保
育所と連携を取ることの大切さ等が述べられて
いる。
・「保育室」
　「保育室」の使用数は 6 件であるが、第 2 章

「ねらい及び内容」で 4 件登場する。2 件は第 2
節「各領域に示す事項」の「3 身近な環境との
関わりに関する領域『環境』」の「内容の取扱い」
で、もう 2 件は第 3 節「環境の構成と保育の展
開」である。その他、第 1 章第 2 節「幼稚園教
育において育みたい資質・能力及び『幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿』の「（5） 社会生
活との関わり」で 1 件、同章第 3 節「教育課程
の役割と編成等」で 1 件の使用が見られる。子
どもが生き物や文字等に興味をもてるように保
育室の環境を工夫することや、入園当初の子ど
もが安心して園生活を送ることができるように
保育室を家庭のような雰囲気のある環境にする
こと等、環境としての保育室の重要性について
述べられている。

2）-1-2 職名に関連する用語
・「保育士」
　「保育士」の使用は 2 件で、第 1 章第 3 節「教
育課程の役割と編成等」でのみ登場する。1 つ
は教育課程の編成上の留意事項として、入園当
初の配慮で、幼稚園型認定こども園に保育機能

第 7 節「教育課程に係る教育時間の終了後等に
行う教育活動など」等、まったく「保育」が使
用されてない「節」もあった。

2）「保育」の使用例
　［表 1-2］は「保育」の使用例を示したもの
である。最も多い使用例は「保育」の単独表記
31 件（46%）で、複合語としての使用例は「保
育所」8 件（12%）、「保育室」（内 1 件は「保
育室内」と表記）6 件（９％）、「保育機能」「保
育参加」各 4 件（6%）、「ティーム保育」3 件（4%）、

「保育士」「保育参観」「保育実践」各 2 件（3%）、
「保育教諭」「園外保育」「保育実践記録」「保育
活動」「保育内容」各 1 件の 13 種類あった。
　次に、これらの「保育」の使用例が、どのよ
うな場所で、どのような意味合いで使用されて
いるのか分析を行う。まず、最初に複合語とし
て使用されている「保育」を見てから、単独で
使用されている「保育」を見ていく。
表 1-2　『幼稚園教育要領解説』の「保育」使用例

2）-1　複合語としての「保育」の使用例
　「教育要領解説」で使用される「保育」の複
合語での使用は大きく 3 つに分けることができ
る。1 つ目は「保育所」「保育室」というような「施
設や場所に関連する用語」、2 つ目に「保育士」

「保育教諭」という「職名に関連する用語」、3
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の関わりに関する領域『環境』」の「内容の取
扱い」において登場する。子どもが季節による
自然や生活の変化を感じられるように「園外保
育」を計画することの意義が記されている。
・「保育実践」
　「保育実践」の使用は 2 件で、第 2 章第 3 節「環
境の構成と保育の展開」で登場する。保育の展
開に当たって、幼児の主体性と指導の計画性と
の関連付けの重要性を説明する文中で、計画、
評価等の言葉と合わせて保育実践を記述し、そ
れらの循環の過程の大切さが述べられている。
・「保育実践記録」
　「保育実践記録」の使用は 1 件で、第 1 章第
1 節「幼稚園教育の基本」の「5 教師の役割」
で登場する。教師の専門性を高め合う場として
の園内研修において、保育実践記録を基にした
多様な視点からの振り返りが、教師間の共通理
解と協力体制を築き、教育の充実を図ることに
つながると述べられている。
・「保育機能」
　「保育機能」の使用は 4 件であるが、第 1 章
第３節「教育課程の役割と編成等」の「4 教育
課程の編成上の留意事項」の「（2）入園当初の
配慮）」の中で集中して登場する。ここでは「保
育機能の施設」という言い方ですべて用いられ、
3 歳未満児を対象とする保育施設が果たしてい
る機能としての意味合いで使用されている。
・「保育活動」
　「保育活動」の使用は 1 件で、第 3 章の「２
子育ての支援」で登場する。ここでは幼稚園が
実施する子育て支援活動の具体例として、「親
子登園などの未就園児の保育活動」という言い
方で、上記の「保育機能」同様、3 歳未満児を
対象とした活動として記述されている。
・「保育内容」
　「保育内容」の使用は 1 件で、第 1 章の冒頭で、

「教育要領解説」の性格の説明として、学校教
育法第 25 条及び学校教育法施行規則第 38 条を
引用し、「これらの目的及び目標の実現に向け
て幼稚園の教育課程その他の保育内容の基準を
示す」と述べられている。

施設から子どもが入園する際、幼稚園教師と保
育士が連携を取ることの大切さが、もう 1 つは
小学校教育との接続に当たっての留意事項とし
て、幼児期の教育の成果が小学校につながるよ
うに幼稚園教師と保育士との交流をすすめるこ
との大切さが述べられている。
・「保育教諭」
　「保育教諭」の使用は第 1 章第 3 節「教育課
程の役割と編成等」の 1 件のみで、上記の保育
士と同様、小学校教育との接続に当たっての留
意事項として、保育士と合わせて併記されてい
る。

2）-1-3 保育の営みに関連する用語
・「保育参加」
　「保育参加」の使用は 4 件であるが、第 1 章
の第 6 節「幼稚園運営上の留意事項」に集中し
て登場する言葉である。家庭との連携に当たっ
て、保護者の幼児教育への理解が深まるように
等、保育参加を通じた取り組みをもつことの意
義についてふれられている。
・「保育参観」
　「保育参観」の使用は２件で、第 1 章第 3 節「教
育課程の役割と編成等」と第 6 節「幼稚園運営
上の留意事項」の中で登場する。いずれの節に
おいても、小学校教育と幼稚園教育との円滑な
接続を図るために、教師同士がお互いの教育内
容等について相互理解を深める手段として、授
業参観と合わせて保育参観が併記されている。 
・「ティーム保育」
　「ティーム保育」の使用は 3 件であるが、す
べて第 1 章第４節「指導計画の作成と幼児理解
に基づいた評価」の「3 指導計画の作成上の留
意事項」の「（8）幼稚園全体の教師による協力
体制」の中で登場する。幼稚園教師が一人ひと
りの子どもへの適切な援助ができるように、学
級を基本としながらも、その枠をこえた柔軟な
指導方法としての「ティーム保育」の有効性が
述べられている。
・「園外保育」
　「園外保育」の使用は 1 件のみで、第２章第
2 節「各領域に示す事項」の「3 身近な環境と
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表 1-3　『幼稚園教育要領解説』における「保育」（単独語）の用いられ方
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む」「行い」「実際」という実践的なニュアンス
をもつ言葉と結びつくパターンである。このよ
うな実践的なニュアンスをもつ言葉と結びつい
た「保育」からは、特に保育の教育的・指導的
な要素・側面・意味合いを読み取ることができ
る。
　そして 3 つ目は、「保育を見る」「保育の課題」

「保育における評価」のような省察・反省的な
ニュアンスをもつ言葉と結びつくパターンであ
る。これらの用例は、すべて第４節「指導計画
の作成と幼児理解に基づいた評価」の「５評価
を生かした指導計画の改善」で登場するが、こ
のような省察・反省的なニュアンスをもつ言葉
と結びつく「保育」からは、2 つ目と同様、保
育の教育的・指導的な要素・側面・意味合いを
読み取ることができる。

（2） 「教育要領解説」と「教育・保育要領解説」
の比較検討

　ここまで「教育要領解説」における「保育」
の使用の特徴を見てきたが、次に「教育・保育
要領解説」との比較検討を行う。「2. 研究方法」
で述べた通り、「教育要領解説」において「保
育」の使用が見られた箇所（節・項）で、「教
育・保育要領解説」でも同様テーマ・同様文章
構造で解説がなされているところでの対比で行
う。比較した節・項は［表 2-1] の通りである。

（2）-1「保育」の単独語の使用比較
　まず、「保育」の単独語の使用についての比

2）-2 単独語としての「保育」の使用例
　次に「保育」の単独使用を見ていく。前述の
通り、「保育」単独使用は 31 件見られたが、5
つの節で登場する。登場順に述べると、第 1 章
第 1 節「幼稚園教育の基本」6 件、同章第４節

「指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価」
11 件、同章第 6 節「幼稚園運営上の留意事項」
1 件、第 2 章第 2 節「各領域に示す事項」2 件、
同章第 3 節「環境の構成と保育の展開」11 件
である。特に多いのが、第 1 章 4 節と第 2 章 3
節であるが、後者はページ数が少ない割に（前
者が 28 ページに対して後者が 13 ページ）使用
数が多い。第 2 章 3 節は「教育要領解説」の中
で唯一「節」「項」レベルでの見出しとしても「保
育」が使用されており（共に「保育の展開」と
表記）、特徴的である。
　「保育」の用いられ方の特徴を分析するため
に、「保育」という言葉がその前後でどのよう
な言葉と結びついているのか見た（表 1-3）。全
部で 12 の結びつきの用例があったが、その結
びつく言葉の特徴から大きく３つに区分でき
た。
　1 つは、「日々の保育」「日常の保育」「日頃
の保育」「1 日の保育」「次の日の保育」のよう
な、「日」の付く熟語と結びつくパターンである。

「日々」「日常」「日頃」等、「日」の付く熟語と
結びついた「保育」からは、保育の生活的な要
素・側面・意味合いを読み取ることができる。
　2 つ目は、「保育の（を・は）展開」「保育に臨む」

「保育を行い」「実際の保育」のような、「展開」「臨

表２-1　『幼稚園教育要領解説』と『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』の比較検討範囲
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様に「保育」が「教育及び保育」となるパター
ンが最も多く、「保育参加」「保育参観」「テーィ
ム保育」が、それぞれ「教育及び保育の参加」、

「教育及び保育の参観」「教育及び保育を複数
の保育教諭等が共同で行うこと」という表記
になっている。「園外保育」は「園外の活動」
と「保育」を用いない表記になっている。こ
れは後程、3 解説書の比較でも見るが、「教育・
保育要領解説」にだけ見られる独特な表記で
ある。

（3） 「教育要領解説」と「教育・保育要領解説」
「保育指針解説」の比較検討

　「教育要領解説」「教育・保育要領解説」「保
育指針解説」の 3 解説書の比較は、「幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿」（「教育要領解説」
1 章 2 節、「教育・保育要領解説」1 章 1 節 3-2、「保
育指針解説」1 章 4 節 2）と、「各領域に示す事
項（3 歳以上児の保育のねらい及び内容）」（「教
育要領解説」2 章 2 節、「教育・保育要領解説」
2 章 4 節 2、「保育指針解説」2 章 3 節 2）を対
象範囲に行った。ここは 3 法令の共通性が最も
強いところである。
　この部分で「教育要領解説」が使用していた

「保育」の用語は、「保育室」「園外保育」「日常
の保育」「日頃の保育」の 4 つの使用が見られ
たが、その内、「教育要領解説」「教育・保育要
領解説」「保育指針解説」のすべてで共通表記
であったものは「保育室」のみで、それ以外の「日
常の保育」「日頃の保育」「園外保育」の 3 つに
ついては「教育・保育要領解説」では、「日常
の教育及び保育」「日頃の指導」「園外の活動」
と別表記であった。

4．考察とまとめ
　「教育要領解説」における用語「保育」の使
用を抽出し、その使用箇所や使用例の特徴を見
た後に、「教育・保育要領解説」と「保育指針
解説」の比較検討を行ったが、今改訂・改定の「教
育要領」「教育・保育要領」「保育指針」は解説
書レベルでも混乱を与える内容であった。同じ

「学校教育」における教育を行う施設と言われ

較を行う。［表 2-2］は、「教育要領解説」で使
用の見られた「保育」の各用例について、それ
が記述されていた箇所（節・項）毎の「教育・
保育要領解説」の記述部分を示したものである。

「教育要領解説」で「保育」と表記されていた
箇所は、「教育・保育要領解説」ではすべて異
なる表記であった。そのパターンは３つあり、
最も多いパターンは、「保育」が「教育及び保育」
に置き換わるもので、あとの 2 つは「指導」や

「実践」に置き換わるパターンであった。
「教育及び保育」への置き換わりは、「日々」「日
常」「日頃」等の生活的なニュアンスのある言
葉と結びつく文脈であろうと、「展開」「臨む」「評
価」等、実践的なニュアンス、反省的なニュア
ンスのある言葉と結びつく文脈であろうと、区
別なく用いられていた。
　「指導」や「実践」への置き換わりは「見て
もらい」「課題」という反省的ニュアンスのあ
る言葉と結びつく文脈の中で使用されている向
きも感じられたが、中には「…日常の指導の中
で、地域の人々や障害のある子どもとの交流の
機会を積極的に取り入れることも必要である

（「教育・保育要領解説」2 章 4 節 2「（2）人と
の関わりに関する領域『人間関係』内容（13）」）」
のように、「日常」という生活的な要素が感じ
られる文脈の中でも用いられているものもあっ
た。

（2）-2「保育」の複合語の使用比較
　［表 2-3］は、「教育要領解説」で使用の見ら
れた「保育」（複合語）の用例について、それ
が記述されていた箇所（節・項）で、「教育要
領解説」と「教育・保育要領解説」と差異のあっ
た記述例のみを示したものである。「保育所」「保
育室」「保育士」「保育教諭」の 4 つは同一表記で、
すべて「施設・場所に関連する用語」と「職名
に関連する用語」であった。異なる表記となっ
ていたのは、「保育参加」「保育参観」「テーィ
ム保育」「園外保育」の 4 つであった。こちら
はいずれも「保育の営みに関連する用語」とい
う特徴があった。
　複合語の置き換わりパターンは、単独語同
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表 2-2　『幼稚園教育要領解説』の「保育」 （単独語）と『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』の対比
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「テーィム保育」のような 4 字熟語で一塊の言
葉として保育現場で定着している用語であって
も、「教育及び保育の参観」「教育及び保育を複
数の保育教諭等が共同で行うこと」という違和
感のある表記がなされていた。まさに「保育」
概念を混乱させる表記である。これらの用語は
保育用語辞典にも掲載されている保育界で定着
している語句である。「園外保育」もそうであ
るが、用語辞典で共有されている言語は共通に
使用することが望ましいと考える。
　「教育要領」「教育・保育要領」「保育指針」
の 3 法令で最も共通性の高い「幼児期の終わり
までに育ってほしい姿」と「3 歳以上児の保育
のねらい及び内容」（いわゆる「教育に関する
部分」）の解説部分で比較した場合には、「教育・
保育要領解説」だけが別表記（「保育室」以外）
であった。「教育要領解説」「保育指針解説」に
おいては「保育」の表記で整合性が取れている

ながら、その基準解説書である「教育要領解説」
と「教育・保育要領解説」では、施設名・場所
名・職名を表わす「保育」の複合語以外は、す
べて異なる表記が用いられていた。
　「教育要領解説」では「保育」の使用回数は
決して多くはないが、施設名・場所名・職名を
示す複合語だけでなく、保育の営みに関連する
複合語や、生活的なニュアンスをもつ「保育」、
指導的なニュアンスをもつ「保育」が用いられ、
幼児期の生活や遊びを通して行われる「保育」
にふさわしい記述がなされていた。一方、「教育・
保育要領解説」では、「教育要領解説」と同じ
解説箇所でありながら、そのほとんどが「教育
及び保育の○○（「○○の教育及び保育」）」と
いう「教育」「保育」を並列させる言い換えが
なされていた。解説文の前後の文脈に関係がな
く、形式的に「教育及び保育」が用いられてい
る感があった。また、「保育参加」「保育参観」

表 2-3　『幼稚園教育要領解説』の「保育」 （複合語）と『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』の対比
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5 長谷範子 2015 子ども・子育て支援新制度と保育
者養成についての一考察 「保育」概念の複雑
化と保育の質を手掛かりとして 四天王寺大学
紀要 60 pp.103-112

6 松川恵子 2015 認定こども園の現状と課題（5） 幼
保連携型認定こども園教育・保育要領におけ
る「保育」及び「教育」の概念について 仁愛
女子短期大学研究紀要 47 pp.67-77

7 坂崎隆浩他 2016 乳幼児教育における教育・保育
に関わる要領や指針の在り方に関する研究 保
育科学研究 7 pp.133-148

8 天野珠路 2017「保育所保育指針」「幼稚園教育要
領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」
の改定 （訂）の趣旨とその内容 －整合性は図
られたのか－ 鶴見大学紀要 第 3 部 保育・歯
科衛生編 pp.1-9

9 前掲書 8
10 小山祥子 2018 2017 年告示『幼稚園教育要領』・

『保育所保育指針』・『幼保連携型認定こども園
教育・保育要領』の改訂内容についての一考
察 駒沢女子短期大学研究紀要 51 pp.9-23

11 中田章子・高岡晶子・矢野正・加奥満紀子 2019
「教育課程」と「全体的な計画」についての一
考察－幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼
保連携型認定こども園教育・保育要領から－ 
奈良学園大学人間教育学部 人間教育 2 （9）, 
pp.221-229

12 清水将之 2021 基本的事項の位置づけ－保育内
容・領域　理解への枠組み－ 淑徳大学短期大
学部紀要委員会淑徳大学短期大学部研究紀 63 
pp.33-40

ものが、「教育・保育要領」だけが異なってい
るのは理解できない。
　幼保連携型認定こども園の数は、2022 年 4
月 1 日時点で 6475 園となった。子ども・子育
て支援新制度ができた 2015 年 4 月の 1930 ヶ園
に比べて 3.4 倍増で、昨年比でも 400 園近く増
えている。今後より「教育・保育要領解説」の
活用が進んでいくことが考えられる。保育実践
レベルで保育現場に混乱が生じないよう「教育・
保育要領解説」において、養護と教育が一体と
なって展開される「保育」の用語を積極的に使
用していく必要があると考える。
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